
平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-1 ４Ｒ社会の実現

01 Ｌｅｔ’ｓ４Ｒ実践活動推進事業

施策
　１ 事業の目的

　ごみ減量・リサイクルの家庭での実践活動を推進するため、「生ごみの水切り」、「生ごみの堆

肥化」「ミックスペーパー（雑紙）の分別」に取り組む民間団体を支援する。併せて、実践団体と

市町村で推進会議を開催し実践活動の拡大を図る。

　　※４Ｒとは…リフューズ（断る）、リデュース（減量化）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利

用）

　
　２ 事業の内容

（１）実践団体への支援

実施主体 県域レベルの民間団体

補助期間 ３年以内

補助率等 １／２以内、限度額５００千円／年

補助対象 家庭でできるごみ減量リサイクル実践活動経費
（講習会開催、生ごみの段ボール堆肥化資材費、水切りグッズ等）

Ｈ２４年度新規 １団体実施予定

Ｈ２３年度からの継続団体 ４団体（県連合婦人会、ＪＡ県中央会　等）

（２）推進会議の開催等

　　ごみ減量・リサイクルについて、市町村の取り組みと連携を図りながら実践活動の拡大を図

るため、実践団体と市町村で推進会議等を開催する。

　３ 事業の現状及び課題

（１）平成２２年度、県連合婦人会に対して「ごみ減量効果の検証」を委託。その結果を基に「ご

み減量・リサイクル実践マニュアル」を策定。

　　　　＜実践効果＞

　　　　　・生ごみの堆肥化⇒約３割減量

　　　　　・生ごみの水切り⇒約２割減量

　　　　　・ミックスペーパーの分別⇒約１割減量

（２）平成２３年度、県内４団体（約５００人）でマニュアルに基づき、ごみ減量・リサイクル活動を

実践。県連合婦人会の実践者が講師として他団体の講習会等に参加。

（３）ごみの現状、ごみ減量リサイクルの具体的な取組方法等について、イベントやパネル展示、

県ＨＰ等で県民へ情報提供を実施。

　その他
　　　（参考）ごみの排出量とリサイクル率の推移
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実績
　　　Ｈ２４年度は新たに鳥取県老人クラブ連合会が取組を実施し、計５団体・１，４６７名がごみ減量リ
サイクル実践活動（生ごみの水切り・段ボール堆肥化、ミックスペーパーの分別徹底）に取り組んだ。

取組団体 Ｈ２３取組人数 Ｈ２４取組人数

鳥取県連合婦人会 １７８名 １，０６５名

ＪＡとっとり女性協議会 １６７名 １２５名

鳥取県商工会女性部連合会 ４７名 ５２名

鳥取県生活協同組合 １２５名 ８０名

鳥取県老人クラブ連合会 － １４５名

合　　計 ５１７名 １，４６７名

連絡先
　　　生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物リサイクル担当 電話0857-26-7198

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより

　　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3250
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-1 ４Ｒ社会の実現

02 ゼロ・エミッションエリア創造事業

施策
　１ 事業の目的

鳥取中部ふるさと広域連合が行う可燃物や不燃物残渣等の減量・リサイクルを目指したゼロ・エ
ミッションの取組みについて支援し、モデル的な地域循環圏の創出を図る。
　

　
　　　※ゼロ・エミッションとは･･･廃棄物として捨てられているものを有効活用することによって廃
棄物の発生量を減らし、燃やしたり埋立てたりすることを極力減らすこと

　
　２ 事業の内容

鳥取中部ふるさと広域連合に「ゼロ・エミッション推進検討委員会」を設置し、事業者等のノウハ

ウを生かしながら、ごみ減量・リサイクルの試行やリサイクル技術の検討等を通じてゼロ・エミッ

ションを推進する。

　【委員会構成】市町村・事業者・住民代表・学識経験者・県

実施主体 ○鳥取中部ふるさと広域連合

概要  ○リサイクルモデルの試行、リサイクル技術の検討
　 ・埋立処分している不燃物残渣のリサイクル（小型家電、蛍光管等）
　 ・埋立処分している焼却灰のリサイクル
　 ・排出量の多い可燃物の減量化（生ごみ、紙ごみ等）

 ○推進に向けたロードマップを検討
　 ・リサイクルモデルの費用対効果等の検討
　 ・リサイクルモデル推進に関する住民意向調査の実施
 ⇒Ｈ２５年度から確立したリサイクルモデルを本格導入

補助対象経
費

○リサイクルモデル試行経費

○ゼロエミッション推進検討経費
　（委員会開催経費、先進地事例調査、調査検討委託料　等）

補助率 ○１／２

　３ 事業の現状及び課題
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（１）市町村のごみ減量・リサイクルに向けた新たな取組み（湯梨浜町：生ごみリサイクル、伯耆

町：紙おむつリサイクル）や、民間団体（連合婦人会等４団体）による家庭でのごみ減量リサイク

ルの実践活動に対して支援した。

（２）「とっとり環境イニシアティブ推進プロジェクトチーム」において、先進的なリサイクルシステム

の構築や排出量の多いごみのリサイクル拡大、リサイクル産業の育成等を検討した。

　その他
　　　（参考）ごみの排出量とリサイクル率の推移
　　　

実績
　　　　中部ふるさと広域連合が、４つの重点プロジェクト（焼却灰、小型家電、生ごみ紙ごみ、紙おむ
つ）について減量リサイクル等の検討を行い、平成２５年３月に「鳥取県中部圏域ゼロエミッション推進
計画」を策定するとともに、小型家電の回収テストなどの取組を開始した。

＜主な取組状況＞
○小型家電リサイクル
　・平成２４年１０月からほうきリサイクルセンターに回収ボックスを設置し、小型家電回収を開始。
　・平成２５年度から公共施設、電器店等の約６０カ所でのボックス回収、不燃性粗大ごみからのピック

アップ回収等を実施予定。

○焼却灰リサイクル
　・リサイクルの実施に当たって課題となる鉛の低減対策（鉛含有量の多い灰の混入を防ぐ設備改良や

小型家電の分別）に着手。
　・また、エージング（灰を静置し自然に安定化させる技術）による鉛低減効果の検証を実施予定。

連絡先
　　　生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物リサイクル担当 電話0857-26-7198

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより

　　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3250
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-1 ４Ｒ社会の実現

03 ごみ減量リサイクル推進モデル事業

施策
　１ 事業の目的

ごみ減量・リサイクルを推進するため、市町村のモデル的な取組に対して支援を行うとともに、
有識者で構成する「外部評価委員会」で事業効果の検証及び普及拡大に向けた検討を行う。

　
　２ 事業の内容

（１）市町村モデル支援

実施主体 市町村

補助期間 ３年以内

ハード事業（設備整備費） 補助率：１／３、限度額：２０，０００千円／３年補助率等

ソフト事業（調査検討費） 補助率：１／２、限度額：１，５００千円／年

＜実施予定＞

市町村 事業内容

八頭町 生ごみの液肥化（Ｈ２４新規）

湯梨浜町 生ごみの液肥化（Ｈ２３～）

伯耆町 紙おむつのペレット化（Ｈ２３～）

（２）外部評価委員会の開催

区分 概要

開催目的 市町村が実施する上記事業について指導・助言等を行うとともに、事業効果
の検証等を行い、県内他市町村への普及拡大について検討する。

委員構成 ７名（鳥取大学、鳥取環境大学、産業振興機構、県連合婦人会等）

開催回数 ３回程度

　３ 事業の現状及び課題

（１）平成２３年度から中部及び西部で事業を開始

      ・中部モデル（湯梨浜町）：生ごみの液肥化による食品リサイクルループの構築

　　　　　⇒液肥利用農家の拡大、エコ野菜シールの導入による野菜販売の拡大等を検討

　　　・西部モデル（伯耆町）：紙おむつの燃料化によるエネルギーの地域循環システム構築

　　　　　⇒効率的な収集方法やペレットの活用、リサイクルシステムの費用対効果を検討

（２）平成２４年度から東部で事業を開始予定

　　　・東部モデル（八頭町）：生ごみの低コスト収集システム確立による液肥化の取組地区拡大

　　　　　⇒収集経費低減による未実施地区への拡大を検討

　その他
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　　　（参考）ごみの排出量とリサイクル率の推移
　　　

実績
　　　３町（八頭町、湯梨浜町及び伯耆町）の取組を支援するとともに、外部評価委員会を３回開催して
事業効果の検証や普及拡大に向けた検討を行い、、リサイクルモデルの構築を推進した。

＜取組状況＞

市町村 事業内容

八頭町 生ごみの低コスト収集システム確立による液肥化の取組地区拡大

湯梨浜町 生ごみの液肥化による食品リサイクルループ構築

伯耆町 紙おむつの燃料化によるエネルギーの地域循環システムの構築

連絡先
　　　生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物リサイクル担当 電話0857-26-7198

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより

　　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3250
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-1 ４Ｒ社会の実現

04 建設リサイクル法による再資源化の推進

施策
　１ 事業の目的

再資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を促進することにより、生活環境の保
全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

　
　２ 事業の内容

建設リサイクル法によるパトロール（直営）

　３ 事業の現状及び課題

毎年数件ではあるが無届工事や無許可業者による解体工事実施などの摘発事例が
出ている。
法律の目的・効果等を広くPRしていく必要があると思われる。

実績
　　　
建設リサイクル法によるパトロール（年２回）
第１回
実施期間　　　　　　　　　平成２４年５月２１日～６月１日
パトロール実施現場数　　１０９件
パトロール延べ人数　　  １３９人
パトロール実施結果　　  建リ法第４２条第１項に基づく報告の徴収　　０件
　　　　　　　　　　　　　　　建リ法第４３条第1項に基づく立入り検査　 ３８件　
第２回
実施期間　　　　　　　　　平成２４年１０月１日～１０月３１日
パトロール実施現場数　 １０３件
パトロール延べ人数　　 １５６人
パトロール実施結果　　  建リ法第４２条第1項に基づく報告の徴収　　０件
　　　　　　　　　　　　　　　建リ法第４３条第1項に基づく立入り検査　　０件　

連絡先
　　　県土整備部 技術企画課 企画・技術調査担当 電話0857-26-7808

参考URL　　　
鳥取県技術企画課のwebサイトより

　　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=32672
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-2 リサイクル産業の振興

01 リサイクル産業クラスター形成支援事業

施策
　１ 事業の目的

リサイクル産業クラスターを形成するため、（財）鳥取県産業振興機構におけるリサイク
ル産業クラスターコーディネーターの設置を支援し、新たなリサイクルビジネスの創出
を促進する。

　
　２ 事業の内容

（財）鳥取県産業振興機構西部支部にリサイクル産業コーディネーター１名を配置する
ため、同機構に配置に必要な経費を補助する。

　３ 事業の現状及び課題

リサイクルビジネスを確立するためには、技術開発から販路開拓までのノウハウを
持っている産業振興機構が主体となりサポートする仕組みが必要。

実績
　　　
○廃蛍光管クラスター
　蛍光管には有害な水銀が含まれており、リサイクルする上では、水銀や蛍光粉の除去が課題となる。
リサイクルの推進、コスト低減のをめざし、ガラスの洗浄技術の開発及び利用用途の検討を行った。ま
た、廃蛍光管から排出される廃ガラスを使用したリサイクル商品の開発について検討した。

○竹資源クラスター
　竹製品の需要量減少により、放置竹林が増加し、里山や自然環境を脅かしている。適正な森林管理
と併せて、そこから出る竹資源の有効活用を図ることが必要となる。そこで、減容化技術の開発や、加
熱水蒸気処理装置を用いた炭化技術の開発について検討した。また、竹炭を用いた水質浄化材や防
草効果のある舗装材を商品化した。

○生ごみリサイクルクラスター
　排出拠点が点在する家庭系生ゴミを効率よく回収・肥料化し、地域内での食の循環システムを構築す
るため、生ゴミクラスターを形成。有機液体肥料の商品化や液肥の無料配布やエコ野菜シールによる
流通等の取り組みを実施した。

○鉄鋼スラグリサイクルクラスター
・鉄鋼スラグ等を使用した漁礁の試作、実証実験を実施。さらに、より機能性を高めた漁場造成材の開
発を検討した。
・鳥取島根両県からなる「鳥取・島根スラグ等商品化研究会」において、陸上用途と海上用途のそれぞ
れの分科会を開催し、実証試験の進捗情報や問題点等について情報交換を行った。

連絡先
　　　商工労働部　立地戦略課　電話0857-26-7565

参考URL　　　
鳥取県産業振興総室webサイトより
　「環境産業の支援・育成」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=27140
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-2 リサイクル産業の振興

02 リサイクル技術等開発促進事業

施策
　１ 事業の目的

リサイクルビジネスの創出及び新技術・新商品の研究開発等を支援することにより、県
内リサイクル産業を活性化させる。

　
　２ 事業の内容

（１）リサイクル技術・製品実用化事業
　企業、大学等が行う廃棄物の発生抑制、減量化、リサイクルに資する技術・製品開
発等に助成。
　　・製品開発型　  　 ５００万円（補助率２／３）×２件
　　・事業化強化型　  ７００万円（補助率２／３）×１件
（２）リサイクル産業活性化事業
　県や国等のリサイクルビジネスに係る支援制度等をＨＰにて紹介

　３ 事業の現状及び課題

（１）リサイクルビジネスに係る企業等の開発に伴うリスクを軽減し、研究開発意欲を喚
起するための支援が必要であり、特許等の先行取得が本県環境産業発展のカギと
なっている。
（２）同時にリサイクル技術や製品の開発だけに留まらず、開発成果を活用し事業展開
していくことが必要。

実績
　　　（１）リサイクル技術・製品実用化事業
　リサイクル関連企業と大学等の共同研究開発等２件に対して助成。

＜助成事例＞
○平成２４年度採択事業
　・中海産海藻を特殊肥料として量産化する乾燥技術の開発（新和産業(株)）
　・リチウムイオン２次電池廃材からの有用金属回収（メタルリボーン(株)）

連絡先
　　　商工労働部　立地戦略課 電話0857-26-7565

参考URL　　　
鳥取県産業振興総室webサイトより
　「リサイクル技術や製品の開発支援」
　　　　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=27151
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-2 リサイクル産業の振興

03 環境産業整備促進事業 

施策
　１ 事業の目的

　廃棄物を利活用するための施設・設備等のインフラを整備する企業が金融機関から
融資を受ける際に、県から利子補給を行うことで、県内の廃棄物のリサイクルに取り組
む企業を支援する。

　
　２ 事業の内容

　県内廃棄物の適正処理及びリサイクルを行うための施設・設備の整備に係る経費を
融資する。

○融資条件

項目 内容

限度額 事業に要する経費で１億円まで（特認２．８億円）

資金使途 施設・設備の整備費

期間 １０年以内（うち据置２年以内）

貸付利率 １．６６％（変動金利）

信用保証 全て鳥取県信用保証協会の保証を必要とする。

信用保証料 年０．４５％～１．０８％（弾力化料率）

融資条件

償還方法 割賦均等償還

　３ 事業の現状及び課題

　県内の廃棄物の再生利用・減量化率は９５．３％（平成２１年度実績）となっている
が、県内最終処分場の残余容量が減少しつつあり、また、管理型最終処分場がないた
め、一層の減量化及びリサイクルを促進する必要がある。

実績
　　　平成２４年度　融資件数　０件

連絡先
　　　商工労働部　立地戦略課 電話0857-26-7565

参考URL　　　
鳥取県産業振興総室のwebサイトより
　「環境産業支援資金融資のご案内」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=30489
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-2 リサイクル産業の振興

04 リサイクル製品普及・販売促進事業

施策
　１ 事業の目的

持続可能な循環型社会の構築に必要な「リサイクル推進」の課題の一つである「リサイ
クル製品の需要」（出口）を確保するため、グリーン商品の認定やリサイクル製品のＰＲ
を充実させるなどして販売を促進する。

　
　２ 事業の内容

（１）リサイクル製品販売促進事業
　ア　リサイクル製品の需要を確保するため、県外の展示会・見本市への出展及び展
示後のフォローアップ等に要する経費の補助 
　イ　県認定グリーン商品普及促進事業
（２）安全なリサイクル製品の製造を誘導するため、グリーン商品として認定し、県内外
でより多くの需要の確保。
（３）鳥取県認定グリーン商品普及促進協議会の展示会出展経費等への補助、後援。
（４）ホームページによる広報、環境関連イベントへの出展。 

　３ 事業の現状及び課題

県内で製造されるリサイクル製品の多くが公共工事に依存しているが、公共工事の減
少などにより、十分な需要が確保できていない。

実績
　　　
○リサイクル製品販売促進事業
　・県認定グリーン商品の県外展示会の出展等に助成を行った。
　　株式会社鳥取再資源化研究所：エコプロダクツ２０１２／東京ビックサイト
　　株式会社エコマ：第１９回建築建材展／東京ビッグサイト
　　
○県認定グリーン商品普及促進事業
　・鳥取県認定グリーン商品を認定し利用促進を図った。
　（２４年度末までの累計：７３業者４２６商品）
　・鳥取県認定グリーン商品普及促進協議会の実施事業に助成
　（県内展示会・商談会）
　　　「環境美化月間展示」（６月１１日～６月２９日）
　　　「元気を出そう中小企業展示会」（５月２５日）
　　　「とっとり産業フェスティバル＆鳥取環境ビジネス交流会」（１０月５日・６日）
　　　「みんなのエコフェスタinとっとり」（１１月１０日）
　（県外展示会・商談会）
　　　国際フロンティアメッセ２０１２（神戸国際展示場）（９月６日・７日）
　　　ビジネスフェア中四国２０１２（広島市中小企業会館）（２月３日・４日）
　　　県外企業への訪問（関西の企業：９月、広島の企業：１月）

連絡先
　　　商工労働部　立地戦略課 電話0857-26-7564

参考URL　　　
鳥取県産業振興総室のwebサイトより
　「環境産業の支援・育成」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=27140
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-2 リサイクル産業の振興

05 リサイクルビジネスモデル支援事業

施策
　１ 事業の目的

　優れた技術・製品・計画などを有する県内のリサイクル企業等が、これまで市場性や
収益性の面からリサイクルビジネスとしての成立が困難とされた分野において、新たな
リサイクルビジネスモデルを創出することを目的とした事業に係る費用を助成

　
　２ 事業の内容

○応募資格
　県内に所在するリサイクルを行う企業（企業又はその組合をいう。以下同じ。）（新規
にリサイクル産業に参入する企業を含む）及びリサイクル機器製造関連企業で、助成
対象となる事業を行うもの
　○助成対象
補助事業 補助率 限度額
県内のリサイクルを行う企業及びリサイクル機器製造関連企業が行
う次の事業。
（１）リサイクルビジネス調査事業
　市場動向、競合状況、顧客ニーズ、製品活用、コスト比較等の調
査事業及びこれらを含む調査委託事業
（２）トライアル調査実施事業
新しいリサイクルビジネスモデルを構築するための実証実験を行う
事業

２／３ 200万円

　３ 事業の現状及び課題

○一定の地域内において新たにリサイクルビジネスを行うには、そのリサイクル対象物の地域
内での現状（排出箇所それぞれのサイトでの排出量や現在の処理費用、運搬コストなど）を詳細
に把握し、量・コスト等の面でビジネスとして成立する仕組みを作る必要がある。
○また、事業化においては再資源化物の利用箇所の確保（出口対策）が問題となり、再資源化
物の販路開拓などには十分な事前調査を行う事が必須。しかし、中小企業にとって経費負担が
大きく、十分な調査が出来ていない。
○排出事業者にとっては各企業の既存の分別・廃棄物処理方法を変えることになるため、現況
とリサイクルに取り組んだ場合とを比較した説得的なメリットが示されなければ、リサイクル事業
者に勧められる分別や機器の積極的導入には至らない。

実績
　　　（１）リサイクルビジネスモデル支援事業
　新たなリサイクルビジネスモデルを創出する事業１件に対して助成。

＜助成事例＞
○平成２４年度採択事業
　・紙くず（機密文書）リサイクル事業の構築（鳥取商工会議所）

連絡先
　　　商工労働部　立地戦略課 電話0857-26-7565

参考URL　　　
鳥取県産業振興総室webサイトより
　「環境産業の支援・育成」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=27140
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-2 リサイクル産業の振興

06 環境ビジネス交流会事業

施策
　１ 事業の目的

環境ビジネスに多くの企業が参入し、本県の環境と経済を持続的に発展させる。
　
　２ 事業の内容

　県内の環境ビジネスに関心のある企業（県内外）、団体、個人等と既に取組を始めて
いる企業、大学、研究機関等との交流を通して、環境ビジネスに新規参入できるよう
「環境ビジネス交流会」を開催する。
　また、本年度は県内企業を広く紹介することで、ビジネスマッチングや販路開拓を支
援する「とっとり産業フェスティバル」との合同開催とする。
　　（１）開催日　平成２４年１０月５日（金）　～１０月６日（土）10時から17時
　　（２）場 所　米子コンベンションセンター
　　（３）主 催  とっとり産業フェスティバル2012（同実行委員会）
　　　　　　　　　環境ビジネス交流会2012（鳥取県)
　　（４）内 容  ・基調講演
　　　　　　　　　 ・企業展示会・商談会
　　　　　　　　　 ・山陰発シーズ発表会 
　　　　　　　　　 ・ポスターセッション 
　　　　　　　　　 ・産学官連携交流会　等

　３ 事業の現状及び課題

○平成21年度から実施し参加企業や来場者は増えており一定の評価を頂いているも
のの、出展者からの意見として、「商談に繋がらなかった」「企業からの来訪者が少な
かった」といった意見も見られることから、企業に対して魅力ある催事広報が出来てい
るとは言い難い。
○このため24年度は、市町村を含め企業等に対して更なる来場を促すため、(財)鳥取
県産業振興機構主催の個別商談会との連携や、関係機関と連携して関西方面を含む
商工団体への招聘案内を行うなど広報面を強化。
○さらに、本交流会のビジネスマッチング機能をより高めるため、県外バイヤーの招致
誘導を強化し、出展企業等との新たな商談機会を創出する。

実績
　　　
県内の大学等の研究成果や県内外企業の製品・技術を広く紹介し、産学官連携による研究開発及び
企業の販路拡大を促進し、県内産業の活性化を図ること目的に、とっとり産業フェスティバル２０１２＆
鳥取環境ビジネス交流会２０１２を開催。

１　日時：平成２４年１０月５日（金）午前10時～午後5時、６日（土）午前10時～午後4時
２　場所：米子コンベンションセンター（米子市末広町２９４）
３　主催：〔とっとり産業フェスティバル201２〕：とっとり産業フェスティバル実行委員会
　　　　　 〔鳥取環境ビジネス交流会201２〕：鳥取県
４　来場者数：１，４２２名（５日（金）５２４名、６日（土）８９８名）
５　プログラム
 【１０月５日（金）】
○開会式
○基調講演
講師：高知大学副学長　国際・地域連携センター長　受田　浩之　氏
演題：「高知県産学官連携・医農連携の挑戦～力強い食品産業の振興を目指して～」
○研究発表…大学・公設試等の研究成果１５６点をポスター形式で展示
○企業展示…県内外６９の企業・団体が参加し、製品や技術を展示
○商談会…県外企業とフェスティバル出展企業の商談の場を設定
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　　　　　　　参加企業数：１１社、商談件数：３５件
 【１０月６日（土）】
○研究発表及び企業展示…５日と同じ内容で展示
○伯耆・秋の手づくりまつり…こども向けの工作教室

連絡先
　　　商工労働部　立地戦略課 電話0857-26-7564

参考URL　　　
鳥取県産業振興総室のwebサイトより
　「環境産業の支援・育成」 
　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=143160
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-2 リサイクル産業の振興

07 ブラウン管鉛ガラスのリサイクル技術に関する研究

施策
　１ 事業の目的

　ブラウン管型テレビに含まれる鉛ガラスのリサイクルを進めることを目的として、鉛ガ
ラス中の鉛を分離し、ガラスを無害化するとともに、回収した鉛を金属資源としてリサイ
クルする技術を確立する。

　
　２ 事業の内容

鉛ガラスからの鉛分離技術の確立を目指し、次の研究を行う。
（１）ガラスの分相現象を利用した新規の分離技術の開発
（２）分相剤の回収技術の確立
（３）鉛回収技術の確立
（４）実証化試験と経済性評価

　３ 事業の現状及び課題

　鉛ガラスからの鉛分離技術に関しては、分相現象を利用した新規の方法により、優
れた結果が得られている。また、塩化揮発法等に関しては、熱分析により反応条件の
最適化を行っており、今後は、加熱炉により鉛除去試験を実施し、最適な反応条件の
検討を進めていく。

実績
　　　鉛分離技術として、塩化揮発法による新規分離技術を開発し、ほぼ１００%の鉛の分離を確認し
た。

連絡先
　　　生活環境部 衛生環境研究所　リサイクルチーム 電話 0858-35-5416

参考URL　　　
鳥取県衛生環境研究所webサイトより

　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-2 リサイクル産業の振興

08 廃小型電気電子製品等に含まれるレアメタル等の資源化とリスク評価

施策
　１ 事業の目的

　小型電気電子製品等からのレアメタル回収による資源循環利用の進め、鉛等の有
害物質におよる環境負荷の低減を図ることを目的とし、新規のリサイクル技術を開発
を行い、一般廃棄物のリサイクル率の向上を図る。

　
　２ 事業の内容

小型電気電子製品等に含まれるレアメタル等のリサイクル進めるために次の研究を行
う。
（１）廃小型電気電子製品等に含まれるレアメタル等の実態、及び既存の処理システム
におけるメタル資源等の挙動の把握等の調査。
（２）精錬原料として高付加価値化を行うための新規メタル分離・濃縮プロセスの開発

　３ 事業の現状及び課題

　小型電気電子製品には、レアメタル、ベースメタルが集積している。しかし、これらの
廃棄物は一般家庭から不燃ごみ等として廃棄され、鉄、アルミ等を除き、レアメタル等
はリサイクルされていない。
　そこで、現在の小型電気電子製品中のメタル類の排出・処理の実態を把握すると共
に、地域で分散的に実施できるレアメタル等の分離・濃縮プロセスの開発を進める必
要がある。

実績
　　　ガラスの分相現象を利用した新規のレアメタル等の希少金属分離技術を開発した。電子基板から
の金属の分離試験を行った結果、この手法により、従来回収が困難とされていた鉱種についても、分離
の可能性が確認され、より多様な希少金属の回収の可能性を見いだした。

連絡先
　　　生活環境部　衛生環境研究所　リサイクルチーム 電話：0858-35-5416

参考URL　　　
鳥取県衛生環境研究所webサイトより
　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-2 リサイクル産業の振興

09 焼却灰・溶融飛灰のリサイクルに関する研究

施策
　１ 事業の目的

一般廃棄物等の焼却処理及び溶融処理により焼却灰、飛灰、溶融飛灰が大量に発生
する。そこで、これらの焼却灰等に含まれる重金属類の無害化技術、重金属分離回収
技術等の確立を進めると共に、資材化の試作試験を行い、従来リサイクルされていな
かった焼却灰等を資源化を進める。

　
　２ 事業の内容

（１）焼却灰及び飛灰の重金属含有量及び溶出量の把握
（２）焼却灰のエージングによる無害化の検討
（３）飛灰を混練したプラスチックの試作及び強度試験

　３ 事業の現状及び課題

一般廃棄物の焼却灰は、主に埋立処分、焼却飛灰、溶融飛灰は、キレート処理により
重金属(鉛)を不溶化して埋立処分され、リサイクルされていない。焼却灰等には鉛等
の重金属類が含まれており、リサイクルを進めるにはその安全性の確保が重要であ
る。特に、溶融飛灰には亜鉛、鉛等が高濃度に含まれており、金属資源として回収利
用も重要となる。
　そこで、焼却灰等に含まれる重金属類を無害化あるいは分離回収する技術を確立
し、資材としてリサイクルを図ることが必要となる。

実績
　　　（１）焼却処理施設の処理工程ごとに焼却灰及び飛灰の分析を行った結果、鉛等の重金
属含有量が高くなる工程を見出した。現状の処理工程では、焼却灰は最終的に１箇所に集約
されているが、重金属含有量が高い工程の灰を分別することによって資源化する焼却灰の質
を高められることが示唆された。
（２）実験室内における焼却灰のエージング試験によって、処理前に溶出基準値の６倍の溶出
がみられた鉛の溶出量を基準値未満にまで低減できることが明らかとなった。
（３）飛灰をフィラー剤として混練したプラスチックを試作して強度試験を行った結果、従来から
使用されている添加剤や可塑剤と同様の効果が得られ、飛灰のフィラー剤としての有用性が
示された。

連絡先
　　　生活環境部　衛生環境研究所　リサイクルチーム 電話：0858-35-5416

参考URL　　　
鳥取県衛生環境研究所webサイトより

　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-2 リサイクル産業の振興

10 重金属含有ガラスのリサイクル技術に関する研究

施策
　１ 事業の目的

　液晶・プラズマテレビ等の薄型テレビのパネルガラス等の重金属を含有するためにリサイクル
が困難であったガラスを対象とし、含まれる重金属類を分離、無害化することにより、これらのガ
ラスのリサイクル技術を確立する。

　
　２ 事業の内容

　液晶・プラズマテレビ等の薄型テレビのパネルガラス等の重金属を含有するガラスのリサイク
ル技術を確立するために次の研究を行う。
（１）重金属（As、Sb、Pb、Hg）分離技術の確立（塩化揮発、還元溶融、分相法）
（２）無害化されたガラスのリサイクル技術の確立

　３ 事業の現状及び課題

　テレビの需用はブラウン管テレビから薄型テレビに急速に転換し、将来には薄型テレビの排出
量が増加する。しかし、薄型テレビのパネルガラスにはヒ素等を含むものがあり、リサイクルを困
難なものとしている。
　重金属を含むガラスをリサイクルするには、その分離分離技術を確立し、ガラスを無害化する
ことが不可欠である。また、無害化されたガラスのリサイクル技術の確立が不可欠となる。

実績
　　　塩化揮発法により、ガラスからのひ素の揮発分離の可能性を見いだしたが、揮発率はまだ不十分
であり、技術の改良が必要であった。また、レアメタルのガラスからの塩化揮発についても実験的に確
認した。

連絡先
　　　生活環境部　衛生環境研究所　リサイクルチーム 電話：0858-35-5416

参考URL　　　
鳥取県衛生環境研究所webサイトより

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-3 低炭素社会との調和

01 再生可能エネルギーの導入促進［再掲（木質バイオマス利用促進）］

施策
　１ 事業の目的

　再生可能エネルギー（太陽光発電、風力発電、小水力発電、バイオマス利用など）の
導入促進に取り組むことにより、地域の安定的なエネルギーの供給と地球温暖化防止
を図る。 

　
　２ 事業の内容

（１）補助金等による導入支援
　ア　家庭用発電設備等導入推進補助金
　　　住宅に太陽光発電システム又は家庭用燃料電池システムを設置する者に助成を
行う市町村に対して、補助金による所要経費の支援
　イ　非住宅用太陽光発電
　　　中小企業・社会福祉法人等の事業者が、太陽光発電システムで発電した電気の
余剰電力売電又は自家消費する場合に、整備費用の一部を支援
　ウ　再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援
　　　再生可能エネルギー（風力・小水力・地熱・バイオマス等）を利用した発電（既設発
電所の出力アップ含む。）や熱利用を計画する事業者が実施する事業可能性調査に
必要な費用を支援
　エ　市町村交付金
　　　再生可能エネルギーを導入する個人又は非営利団体に助成を行う市町村並びに
市町村立学校に再生可能エネルギーを導入する市町村に対して、市町村交付金によ
り所要経費の支援

（２）情報交流と普及啓発
　ア　「鳥取県新エネルギー活用研究会」による産学官の情報交流 
　イ　太陽光発電、木質バイオマス等の普及啓発
　　　　補助金情報の発信、エコフェスタ等のイベントを活用した普及啓発
　ウ　県庁関係部局による情報交換、検討
　　　　国や各部局の動向の情報交換、次年度率先導入箇所の検討等

　３ 事業の現状及び課題

　２３年度までの実績は、大型風力発電、木質バイオマス、太陽光発電の設置
が進み、１６万８千ｋＷの導入が見込まれている。
　引き続き、導入支援、普及啓発等を行う。 

実績
　　　（２）情報交流と普及啓発
　　イ　木質バイオマス等の普及啓発
エタノール、リグノフェノール等、木質バイオマスを燃料や高付加価値有機材料として利用する取り組み
を促進するため、研究者や先進地の自治体関係者を招き、木質バイオマスの全量活用研究会を開催し
た。

連絡先
　　　生活環境部 環境立県推進課 エネルギーシフト戦略室 電話0857-26-7895

参考URL　　　
鳥取県環境立県推進課のwebサイトより
　　「新エネルギー（自然エネルギー）の導入」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=17856
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-3 低炭素社会との調和

02 ごみ減量リサイクル推進モデル事業［再掲（紙おむつの資源化）］

施策
　１ 事業の目的

ごみ減量・リサイクルを推進するため、市町村のモデル的な取組に対して支援を行うとともに、
有識者で構成する「外部評価委員会」で事業効果の検証及び普及拡大に向けた検討を行う。

　
　２ 事業の内容

（１）市町村モデル支援

実施主体 市町村

補助期間 ３年以内

ハード事業（設備整備費） 補助率：１／３、限度額：２０，０００千円／３年補助率等

ソフト事業（調査検討費） 補助率：１／２、限度額：１，５００千円／年

＜実施予定＞

市町村 事業内容

八頭町 生ごみの液肥化（Ｈ２４新規）

湯梨浜町 生ごみの液肥化（Ｈ２３～）

伯耆町 紙おむつのペレット化（Ｈ２３～）

（２）外部評価委員会の開催

区分 概要

開催目的 市町村が実施する上記事業について指導・助言等を行うとともに、事業効果
の検証等を行い、県内他市町村への普及拡大について検討する。

委員構成 ７名（鳥取大学、鳥取環境大学、産業振興機構、県連合婦人会等）

開催回数 ３回程度

　３ 事業の現状及び課題

（１）平成２３年度から中部及び西部で事業を開始

      ・中部モデル（湯梨浜町）：生ごみの液肥化による食品リサイクルループの構築

　　　　　⇒液肥利用農家の拡大、エコ野菜シールの導入による野菜販売の拡大等を検討

      ・西部モデル（伯耆町）：紙おむつの燃料化によるエネルギーの地域循環システム構築

　　　　　⇒効率的な収集方法やペレットの活用、リサイクルシステムの費用対効果を検討

（２）平成２４年度から東部で事業を開始予定

      ・東部モデル（八頭町）：生ごみの低コスト収集システム確立による液肥化の取組地区拡大

　　　　　⇒収集経費低減による未実施地区への拡大を検討
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　その他
　　　（参考）ごみの排出量とリサイクル率の推移
　　　

実績
　　　３町（八頭町、湯梨浜町及び伯耆町）の取組を支援するとともに、外部評価委員会を３回開催して
事業効果の検証や普及拡大に向けた検討を行い、、リサイクルモデルの構築を推進した。

＜取組状況＞

市町村 事業内容

八頭町 生ごみの低コスト収集システム確立による液肥化の取組地区拡大

湯梨浜町 生ごみの液肥化による食品リサイクルループ構築

伯耆町 紙おむつの燃料化によるエネルギーの地域循環システムの構築

連絡先
　　　生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物リサイクル担当 電話0857-26-7198

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより

　　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3250
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

01 一般廃棄物適正処理推進事業

施策
　１ 事業の目的

一般廃棄物の排出を抑制し、分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の処理を適正に行
うことにより、生活環境の保全・公衆衛生の向上を図る。

　
　２ 事業の内容

○一般廃棄物処理に係る助言
○一般廃棄物処理施設整備に係る助言（循環型社会形成推進交付金の活用）　
○容器包装リサイクル法・家電リサイクル法等に関する業務
○下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理事業等合理化に関する特別措置法に関す
る業務
○一般廃棄物処理事業実態調査業務
○「一般廃棄物の処理事業の概況」等統計資料の作成

　３ 事業の現状及び課題

東・中・西部地区において施設整備等の実施が予定されている。　
 【当面の施設の整備予定】
　 　・東部広域：可燃物処理施設整備事業（Ｈ２３年度生活環境影響評価、基本設計等）
　 　・中部広域：廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業（Ｈ２３年度発注仕様書作成支援）
　 　・米子市：廃棄物処理施設に関する長寿命化整備計画策定（Ｈ２３年度長寿命化計画策定）

実績
　　　市町村等が行う廃棄物処理施設整備に係る技術的助言、国の交付金事務を行うととも
に、市町村等の一般廃棄物処理施策やごみ減量リサイクル施策の基礎資料とするため、一
般廃棄物の実態調査を実施した。

【Ｈ２４施設整備等の実施状況】
　・東部広域：最終処分場土堰堤整備事業、可燃物処理施設整備事業（生活環境影響評価等）
　・中部広域：廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業
　・若桜町：ストックヤード整備に係る調査・設計等

連絡先
　　　生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物・リサイクル担当 電話0857-26-7198

参考URL　　　
循環型社会推進課webサイトより

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3250
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

02 産業廃棄物適正処理推進事業

施策
　１ 事業の目的

 循環型社会を確立するため、
（１）自主的な取組の推進
　　排出事業者に対し、産業廃棄物の減量・リサイクルを積極的に働きかけ、産業廃棄
物の排出削減・リサイクルを図る。
（２）法令による規制の徹底
　　廃棄物処理法に基づき、廃棄物処理施設設置等の許認可を適正に行うとともに、
廃棄物処理施設等への立入検査を徹底し、産業　廃棄物の適正処理を確保する。

　
　２ 事業の内容

（１）自主的な取組の推進
　　・産業廃棄物実態調査により、排出量、リサイクル率、処理方法、将来予測を把握
する。
　　・産業廃棄物実態調査の結果を踏まえ、排出事業者（特に多量排出事業者）に対し
きめ細かい減量・リサイクルを働きかける。
（２）法令による規制の徹底
　　・廃棄物処理法に基づく許認可申請（廃棄物処理施設の設置許可、産業廃棄物処
理業の許可等）の審査を行う。
　　・産業廃棄物処理施設等に対する立入検査を実施する。
　　・廃棄物処理施設に立入検査を実施し、維持管理状況の確認、水質検査を実施す
る。

　３ 事業の現状及び課題

・H21年度の排出量は、22年度目標値を10万トン増加しているため、排出量の多い多
量排出事業者や建設業者を中心に、排出抑制及びリサイクルアップに向けたきめ細
かい指導・助言を行っていく必要がある。
・産業廃棄物の適正処理を確保するため、優良な排出事業者・処理業者を育成すると
ともに、廃棄物処理施設等の監視・指導を徹底する必要がある。

実績
　　　Ｈ２４年度実績

・産業廃棄物実態調査（Ｈ２３年度）
　本県の産業廃棄物(農業を除く）の排出量は、平成19年まで増加傾向で推移していたが、その後は減
量・リサイクルの推進等により減少し、近年は約57万トン前後の横ばいで推移している。
　一方、リサイクル率は、全国平均（53%）と比較して高いレベル（75%前後）で推移している。
　また、最終処分量も減少傾向であり、平成23年度は2.3万トンとなっている。
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・多量排出事業者３３社を訪問し、減量・リサイクルの取組み状況について確認するとともに、減量・リサ
イクルを働きかけを実施。
・廃棄物処理法に基づく許認可申請（廃棄物処理施設の設置許可、産業廃棄物処理業の許
可、変更届出等）件数
　東部管内　　　６２７件
　中部管内　　　　９５件
　西部管内　　　６１４件
・産業廃棄物処理施設等に対する立入検査件数
　東部管内　施設１５９件、事務所２２９件
　中部管内　施設２２９件、事務所１９１件
　西部管内　施設２６０件、事務所２９０件

連絡先
　　　生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当 電話0857-26-7681

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより
「循環型社会推進課」

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3250
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

03 ＰＣＢ廃棄物処理対策推進事業

施策
　１ 事業の目的

　平成１３年６月に「ＰＣＢ廃棄物特別措置法」が施行されたことに伴い、保管事業者は
平成２８年７月までにＰＣＢ廃棄物を処理することが義務付けられた（平成２４年１２月、
処理期限が平成３９年３月に延長）。
　県内のＰＣＢ廃棄物については、北九州市の拠点的広域処理施設において処理され
ることとされており、県内のＰＣＢ廃棄物の早期かつ計画的な処理を促進し、ＰＣＢ廃棄
物による環境汚染の未然防止、県民の健康保護、生活環境の保全を図る。

　
　２ 事業の内容

（１）独立行政法人環境再生保全機構が設置する中小企業者支援のための基金に資
金を拠出 
（２）鳥取県ＰＣＢ廃棄物処理計画の普及啓発
　・使用中・保管中のＰＣＢ含有電気機器等の実態把握を行う 
　・ＰＣＢ廃棄物保管等届出の徹底、適正処理推進のための監視指導を行う 
　・保管事業者や収集運搬業者に対し保管・運搬基準の遵守、指導を行う 
　・ＰＣＢ廃棄物処理施設への効率的かつ安全な搬入体制を確保する 
　・届出書の縦覧、説明会の開催、ホームページによる普及啓発を行い県民、事業者
等の理解の促進を図る

　３ 事業の現状及び課題

・平成１３年７月「ＰＣＢ廃棄物特別措置法」施行
　・ＰＣＢ廃棄物保管事業者は処理期限内に処理が必要（平成３９年３月まで）　　　　　
　↓
　・県内のＰＣＢ廃棄物（微量ＰＣＢ汚染機器を除く）については、日本環境安全事業
（株）北九州事業所において処理することとなっており、また、現在のところ施設稼動期
限が平成２７年３月となっていることから、処理の周知・推進が必要。
　・保管中のＰＣＢ廃棄物については、適正保管を指導してきており、概ね適切な保管
状況。
　・微量ＰＣＢ汚染機器については、国が認定する無害化処理施設において処理（現
在、全国で１０施設）。微量ＰＣＢ混入機器については把握が十分でなく不適正な処理
が行われる懸念があるため、電気保安団体等と連携しながら把握に努める。

実績
　　　平成２４年度実績
・独立行政法人環境再生保全機構が設置する中小企業者支援のための基金に7,500千円を
支出
・保管事業者に対して、保管届出を徹底するとともに、監視指導を実施
・県内の自家用電気工作物設置事業者、関係団体に対して、ＰＣＢ含有の可能性のある機器
の適切な管理を要請

連絡先
　　　生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当 電話0857-26-7684

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより
　　「PCB対策」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28369
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

04 産業廃棄物最終処分場の設置に向けた取組み（環境管理事業センター
支援事業）

施策
　１ 事業の目的

（公財）鳥取県環境管理事業センターの支援を通じて、県内に産業廃棄物の管理型最終処分場
を確保する。

　
　２ 事業の内容

○産業廃棄物最終処分場の建設に向けて、センターの人件費、運営費等の支援。
○事業計画の検討について、センターに対して技術的な支援を実施。

　３ 事業の現状及び課題

（１）経緯、現状
○平成６年１２月、県・市町村・民間が出資して、環境管理事業センターを設立し、今日まで候補
地の選定、地元協議など管理型最終処分場の建設に向けて取組んできた。
○平成１８年秋から、センターは新たな候補地において、民間企業と事業提携する方式での処
分場建設を目指し民間企業と協議を行ってきた。
○平成２０年５月、センターは新たな管理型最終処分場の候補地を公表、民間企業は事業計画
づくりに着手した。
○)平成２４年２月、センターと環境プラント工業㈱の事業提携方式で事業を進める整備方針が
理事会で承認された。
（２）課題
○センターは、平成２４年２月に整備方針を決定したところであるが、実現可能な事業計画策定
のために、平成２４年度は実施設計と生活環境影響調査を実施する。 

実績
　　　○センターは、最終処分場整備方針（平成24年２月）に基づき、環境プラント工業㈱（以下「環境プ
ラント」という）とともに生活環境影響調査、事業計画の策定を進めており、県も必要な指導・助言を行っ
た。
○センターは地元理解の促進を図るため、昨年１１月から条例手続き前の説明会を関係６自治会に対
して実施した。県も同席し、県の果たす責務等を説明し、積極的に関与した。
　　　・１回目の説明会（１１～１２月）
　　　　　説明：最終処分場の必要性、県関与の考え方等
　　　・２回目の説明会（１～２月）
　　　　　説明：計画概要、地域振興策等
○センターは公益法人制度改革への対応するための移行準備を進め、平成２５年４月１日に公益財団
法人への移行を完了した。最終処分場の運営に公的な信用力をもって関与することができるようになっ
た。

連絡先
　　　生活環境部　循環型社会推進課　電話0857-26-7681

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより
　　　「循環型社会推進課」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3250
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

05 農業用廃棄物適正処理の推進

施策
　１ 事業の目的

農業用使用済プラスチックの不法投棄や野焼きを防止するため、「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」に基づく適正処理を周知するとともに、使用済プラスチックの仕分
けによりリサイクル向けの回収を推進する。

　
　２ 事業の内容

（１）インターネットによる普及啓発 
（２）処理状況調査の実施

　３ 事業の現状及び課題

リサイクル率　６４．４％(平成２３年度）

実績
　　　
平成２４年度廃プラ処理実績（農協聞き取りによる）
リサイクル率　５１．１％

連絡先
　　　農林水産部 生産振興課 生産環境担当　電話0857-26-7415

参考URL　　　
鳥取県生産振興課のwebサイトより
　　「有機農産物・特別栽培農産物に関すること、農薬の適正使用に関すること」
　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=63864
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

06 畜産農家環境保全指導事業

施策
　１ 事業の目的

畜産農家における家畜排せつ物の適正管理の監視・指導による問題発生の低減と、
家畜排せつ物の有効利用及び利用促進を図ることを目的とする。

　
　２ 事業の内容

（１）農場からの相談または発生した苦情に対する一般指導の実施
（２）常習的または悪質な不適正管理の場合の法的措置
（３）水質検査及び臭気検査の実施と検査結果に基づく指導の実施
（４）環境保全に関する取り組みを推進するための協議会の開催と研修参加等による
情報収集及び提供

　３ 事業の現状及び課題

・畜産農家における苦情発生件数は暫減傾向（平成22年7月～平成23年6月の発生件
数13件）
　・「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づく勧告、改
善命令等の事例はH23年度はなし（全て一般指導の対象）
　・毎年度県内十数カ所を目途に畜産関係施設周辺の排水の水質検査及び臭気検査
を実施（H23：水質検査12カ所、臭気検査16カ所）
　・関係機関との協議会を例年1～2回程度開催（平成23年度は協議会2回、研修会延
べ3回実施）
　
　（課題）
　　・苦情発生の原因となっている畜産関係施設は特定の施設に固定化の傾向。特に
臭気問題の改善が困難なケースがある。

実績
　　　
・「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の管理基準に則した価値排せつ物の
適性管理について、畜産農家に対する指導・助言等を行うとともに、水質、臭気検査を実施し、検査結
果に基づく指導を行った。
・法に基づく指導、助言　　　　０件
　苦情に対する一般指導　　１３件
　水質、臭気検査　　　延べ２０地点

連絡先
　　　農林水産部　畜産課　衛生環境担当　電話0857-26-7286

参考URL　　　
鳥取県畜産課のwebサイトより
　「家畜排せつ物法の概要」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=38447
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

07 廃棄物優良事業者支援事業 

施策
　１ 事業の目的

　産業廃棄物処理業者を対象に法令の重要事項などに関する実践的な研修を行い、
処理業者の自主管理体制の充実を図るとともに、排出事業者に対し、産業廃棄物処
理のルールや役割等を説明し、排出事業者責任に関する理解を深める。
　また、廃棄物の適正処理及び４つのＲの推進に功績のあった者を表彰するとともに、
企業及び県民の意識高揚を図る。

　
　２ 事業の内容

（１） 産業廃棄物処理業者実務研修会
○産業廃棄物処理業者を対象に廃棄物に関する知識や新しい制度、情報を提供する
ための研修を行う。

（２） 循環型社会功労者等表彰
　○鳥取県循環型社会推進功労者知事表彰
　　廃棄物の適正処理や４つのＲの推進に功績のあった者を顕彰する。
　○循環型社会形成功労者等環境大臣表彰、リデュース・リユース・リサイクル推進功
労者表彰等の国関係の表彰制度に対し、県が候補者を推薦する。

　３ 事業の現状及び課題

　産業廃棄物の適正処理体制を確保するためには、不適正処理に対する厳格な対応
に加え、産業廃棄物処理業者及び排出事業者の質の向上・優良化を図ることが必要。

実績
　　　平成２４年度実績
１　産業廃棄物処理業者実務者研修会
　　処理業者を対象とした研修会を実施（Ｈ２４年度：３回）

２　循環型社会功労者等表彰
　　次の者は、本県から推薦し循環型社会形成功労者等環境大臣表彰を受賞した。
　（１）伯耆町立岸本小学校
　　（給食センターと連携し食品残さ堆肥の利用、牛乳パック・廃油からハガキ、石鹸の製作な
ど環境学習に取組んだ功績による）
　　　　
　（２）社会福祉法人遊歩　吾亦紅
　　（地域から牛乳パックや廃食用油を集め、ＢＤＦやハガキ等の製造し、老人福祉施設等への紙すき
教室の開催などに取組んでいる功績による）

連絡先
　　　研修会担当：生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当　電話0857-26-7684
表彰担当：生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物リサイクル担当　電話0857-26-7198

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより
　「～表彰制度のご紹介～」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3250
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

08 環境美化対策事業

施策
　１ 事業の目的

　県内各地で空き缶、たばこの吸い殻等のポイ捨て禁止の呼びかけや清掃活動等の
取組が行われているものの、依然としてごみのポイ捨ては後を絶たない状況にある。
　ごみのポイ捨ては、基本的に個人のモラルに関わる部分であるため、環境美化に対
する一層の意識向上を図るための持続的かつ効果的な普及啓発を実施する。

　
　２ 事業の内容

（１）環境美化キャンペーン
　鳥取県環境美化の促進に関する条例に基づく「環境美化推進月間」（９月及び１０月）
中に開催される各種イベント会場や人通りの多い駅周辺等で啓発活動を実施する。 
（２）環境美化の促進について広報
（３）広告誌や広告塔等の媒体を活用して啓発を実施するとともに、市町村の美化活動
の紹介などにより県民への参加の呼びかけを行う。

　３ 事業の現状及び課題

○各市町村においても美化活動が盛んに行われ、環境美化に対する意識も年々向上
していると考えられる。しかし、空き缶等のポイ捨ての不適正処理が依然として残って
いることから、これらのごみを適正に処理（資源化）していくことが必要
○一層の環境美化を促進するため、引き続き県民等へ環境美化について啓発し、市
町村に対しては美化活動及び独自条例制定の働きかけをしていく必要がある。

実績
　　　平成２４年度実績
<環境美化の取組>
　・イベント会場での環境美化啓発活動
　・広報媒体（県ＨＰ等）を活用した環境美化啓発の実施（掲載期間：４月１日から毎月）
　・市町村への美化活動促進の呼びかけを実施
　・海上パトロールによる釣り人等へのポイ捨て禁止の呼びかけを実施
　・市町村に対する独自条例制定の働きかけ 

連絡先
　　　生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当 電話0857-26-7684

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより
　　　「県内の環境美化活動の推進」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=27156
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

09 産業廃棄物処理施設紛争予防事業

施策
　１ 事業の目的

廃棄物処理施設の設置に関する紛争の発生を防ぐため、「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係
る手続きの適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」に基づき、紛争発生時の意見調整
等を行う。

　
　２ 事業の内容

（１）条例に基づく事業者等への指導・助言
　　必要に応じ、学識経験者等から意見聴取を実施。
（２）紛争発生時の意見調整
　　知事が主催する会議において、事業者及び関係住民の理解促進、紛争解決を図る
（３）廃棄物審議会における調査審議
　　意見調整結果等の審議

　３ 事業の現状及び課題

（１）手続状況（H２４年３月３１日時点）
　　平成２０年度開始　９件（未了０件）　うち、意見調整に至ったもの０件
　　平成２１年度開始　９件（未了１件）　うち、意見調整に至ったもの１件
　　平成２２年度開始　９件（未了０件）　うち、意見調整に至ったもの０件
　　平成２３年度開始　８件（未了６件）　うち、意見調整に至ったもの０件
　

実績
　　　・新規条例手続開始件数：　５件

連絡先
　　　生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当 電話0857-26-7684

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより
　「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例 
」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=29336
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

10 廃棄物不法投棄対策強化事業

施策
　１ 事業の目的

　産業廃棄物等の不法投棄・不適正処理事案に対して、迅速な現場対応や的確な撤
去処理の実施のための体制整備、行政と各種関係機関・県民との連携を通じた取り組
みによる不法投棄の解決及び未然防止を推進する。

　
　２ 事業の内容

（１）本庁への警察官、各総合事務所への警察官ＯＢの配置
　平成１２年から、生活環境部循環型社会推進課に不法投棄担当官として警察官１
名、東部・中部・西部の各総合事務所に廃棄物適正処理推進指導員として警察官ＯＢ
を各１名ずつ配置して、不法投棄対策を推進。 
（２）不法投棄２４時間監視カメラと無人警報装置の設置
　県内の不法投棄多発地帯に移動式監視カメラ４台を増設し、計７台を設置するととも
に、対人センサー付き無人警報装置１１機を増設し、計１９機を設置。また、既存の固
定式監視カメラ６機を引き続き設置。 
（３）普及・啓発活動
　・警察、自治体、地域住民、産業廃棄物協会等との合同パトロール・不法投棄物撤去
活動等を実施。
　・県警ヘリコプターに依頼し、スカイパトロールを実施。
　・海上保安庁との合同シーパトロールを実施。
　・不法投棄通報協定締結の民間団体による監視体制の強化
　・不法投棄防止啓発用マグネットシート等を車両に貼付しての啓発活動を実施
（４）各種媒体を活用した広報の実施
　・県政だよりによる広報活動の実施

　３ 事業の現状及び課題

（１）不法投棄の発見件数は、平成１３年度をピークに減少傾向に転じ、平成１７年度か
らは再び増加傾向にあったが、平成２１年度以降は減少に転じている。
（２）投棄された廃棄物は、生活ごみ、不要家電製品等の一般廃棄物のポイ捨てが約
８割で、住民個々のモラルの低下が危惧される。 
（３）不法投棄対策を効果的に実施していくため、重点警戒箇所の指定など市町村や
関係団体との連携を一層強めていく必要がある。
（４）人の目が常時届かない山間部では、今後も、市町村独自の監視カメラの設置を要
請するとともに、県も高度な監視カメラの導入を行い、不法投棄撲滅に向けて有効に
活用していく必要がある。
（５）広域的な不法投棄通報・監視活動をより推進するため、「不法投棄の情報提供に
関する覚書」を締結している民間団体との連携の充実を図っていく必要がある。

実績
　　　平成２４年度実績
＜監視活動の概要＞
（１）不法投棄新規発見件数：１２３件、撤去件数１１１件
（２）野外焼却発見指導件数：５件
（３）環境月間、不法投棄防止強化月間の活動
　　・海上パトロール　６月１３日
　　・スカイパトロール　６月２０日
　　・合同検問　６月１５日、１０月２２日（廃棄物運搬車両の内容確認）
　　・県、市町、警察等による合同パトロール
　　　６月７日、６月２６日、１０月４日、１０月１２日（東部）、６月５日、６月６日、６月７日、１０月２日、１０
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月３日、１０月４日（中部）、６月１３日、１０月２９日（西部）

連絡先
　　　生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当 電話0857-26-7684

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより
　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3250
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

11 不法投棄廃棄物処理事業

施策
　１ 事業の目的

私有地に不法投棄された産業廃棄物を市町村の協力を得て迅速かつ適正に処理す
ることで、環境の保全と美化を図る。

　
　２ 事業の内容

私有地に不法投棄された投棄者不明の産業廃棄物等の処理を行う市町村に対し、処
理経費を支援する。（補助率：１／２） 

　３ 事業の現状及び課題

実績
　　　平成24年度実績
　次のとおり補助金を支出
　１０市町村に４，２９９千円

連絡先
　　　生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当 電話0857-26-7684

参考URL　　　
鳥取県循環型社会推進課のwebサイトより
　「循環型社会推進課」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3250
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平成２４年度

  ３ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現
  3-4 廃棄物の適正処理体制の確立

12 海岸漂着ごみ等処理事業

施策
　１ 事業の目的

　県内の海岸における漂着ゴミ等を迅速かつ適正に処理することにより、海岸の景観
や環境の保全を図る。

　
　２ 事業の内容

　海岸管理者が実施主体となって、関係市町村等と連携し、公共海岸等の海岸漂着ゴ
ミ等の処分等を行う。

　３ 事業の現状及び課題

（１）海岸漂着物等処理法の成立
　　○平成21年7月15日に、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な
景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の推進に関する法律」（海岸漂着物等処理
法）が施行。
　　　当該法では、海岸管理者等が海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講ずるこ
とを明記。
　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　海岸管理者としての処理責任の明確化。

（海岸管理者）…海岸法又は他の法令により海岸の土地を管理する者
海岸漂着物処理者(実施主体)区分 海岸管理者

現行 法改正後
公共海岸 県 市町村 県
その他 土地所有

市町村
市町村 土地所有

市町村

（２）その他
　○平成23年度までは、海岸漂着物等の処理に関する財源措置として、国の「地域グ
リーンニューディール基金」のメニューに、「海岸漂着物地域対策推進事業」が盛り込
まれており、当該基金を活用して事業を実施したところ。 (国  10/10)
　○当該基金が平成２３年度で終了したことから、新たに国に対し財政措置を求めてい
るところ。

実績
　　　○処理量
　可燃　３１８ｔ
　不燃　　２４ｔ
　その他　１３ｔ

　合計　３５５ｔ

○処理費用
　１９，５４１千円

連絡先
　　　県土整備部 河川課 管理担当　電話 0857-26-7377
　　　　　　　　　空港港湾課　電話 0857-26-7348　
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参考URL　　　
鳥取県河川課のwebサイトより
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28143
鳥取県空港港湾のwebサイトより

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28145
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